
［垂□

「我が国の高等教育の将来像(中教審答申)の概要」

新潟大学

大学教育開発研究センター長　濱口哲

早速ですが、最初に私の方からということでお話し

させていただきます。

今、お話ししましたように、「我が国の高等教育の

将来像」というのは、昨年の9月に審議の概要という

ものが出て、それから12月の20日だったと思うんです

が、中間報告というものが出されました。その間、見

てみますと、少しずつトーン等が変わっておりますけ

れども、おおよそのところは大体一貫したお話という

ような感じです。

おおよその内容を含んだ「審議の概要の要旨」とい

うものがありますので本日資料として配付させていた

だきました。審議の概要の全文については、文科省の

中教審のホームページの中にありますので、お読みい

ただきたいと思います。

内容ですけれども、前書きがあって、「新時代の高

等教育と社会」、それから、「新時代における高等教育

の全体像」、3章としては「新時代における高等教育

機関の在り方」、4章として「高等教育の発展を目指

した社会の役割」、それから5番目が「取り組むべき

施策」。こういう5章編成になっております。きょう

のお話は、私の理解できる範囲ということもあって、

4章が高等教育を社会でどういうふうに支えるかとい

う部分・で、大学がどうするということではありません

ので、4章を飛ばして、1、2、3、5章について概

略をお話ししたいと思います。

まず背景のようなものですが、21世紀の日本の社会

をどういうふうに理解するかということです。キャッ

チフレーズとしては「知識基盤社会」であると言いた

い。そこでは、知識がグローバル化する。さらにパラ

ダイム変化を伴う知識の進展がある。そのときには幅

広い知識と柔軟な思想教育に基づく判断が重要になっ

て、さらに、ユニバーサルアクセスというか、性別や

年齢を問わない参画の促進というのが進む。それで、

そういう状況では、個々の高等教育職閑ばかりでなく

て、国の高等教育システムないし生活そのものの創造

力のようなことが、今後国際競争の中では重要なんだ

というようなことが言えるとそのようなことが書かれ

ています。

その中で、これは広い意味での高等教育ですが、高

等教育の役割としてどういうことが書いてあるかとい

うと、ある意味でなかなか格調が高いんですが、人格

の形成能力云々ということがありますけれども、先見

性、創造性、独創性に富み、指導的人材を養成確保す

るのが高等教育の役割となっています。それから、も

う一つ強調しているのは、21世紀型市民をつくる。つ

まりそれぞれの分野で指導的立場にある人材を養成す

るということと同時に、21世紀型の市民というものを

多数育成する。この多数というのが、また後でお話し

しますけれども、今日の問題だと思いますけれども、

多数育成するということです。

21世紀型市民というのは、何らかの専攻分野につい

て専門性を有するだけでなく、これは昔から言われて

いることですが、幅広い教養と高い公共性、倫理性を

有するという、だれも反対しないことが書いてありま

す。

そこで、2章の「新時代における高等教育の全体

像」ですが、ここでの非常に重要なキーワードは、ユ

ニバーサル段階にあると、今の日本の社会の高等教育

の置かれている段階というのはユニバーサル段階に

入っているということです。つまり、エリート段階、

マス段階というようなことがずっと言われてきたわけ

ですけれピも、日本の高等教育の現状というのは、ユ

ニバーサルアクセスの時代。それで、量的なユニバー

サルアクセスというのが実現しているということを前

提としてものを考えなきゃいけないということがまず

第1に指摘されています。それで、そういう段階に

なったときには、例えば地域配置、つまり教育棟会の

均衡等から考えると地域配置とVlうのも重要だし、人

材育成の分野別構成というのも時代のニーズに合わせ

てきちんと考えていかなきゃいけないというようなこ

とがあります。

ユニバーサルアクセスというのが非常に重要な多分

キーワードだと思うんです。それで、皆さん御承知の

とおりだと思うんですが、資料に出ている図を使って

簡単に御説明したいと思います。これは18歳入口がど

ういうふうに減っていって、その中で高等教育を受け

ている人がどういうふうに変移してきたかというグラ

フです。これはいろいろなところで出てくる図ですの

で、皆さんごらんになったこともおありだと思います

が、一番端っこにあるのが現状で、大体現役志願率が

55．7％で、大学進学率が短大を含めて49．9％、約半数

の人が大学に進学するという状況だということです。
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それで、トータルとしての大学進学者数は、実数とし

ては今後は頭打ちもしくは少しずつ減っていくだろう

ということが見込みとしてあるということが非常に重

要なこと、そのうちの場合によっては50％以上の人が、

もう既に高等教育に入っているという状況だというの

が重要な点だと思います。つまりこれまでの高等教育

というのは、ある意味で右肩上がりということで来た

わけですが、今後は拡大ということはもうなVlんだよ

ということです。

これは今後の入学者数等の見積もりということにな

りますけれども、18歳人口の変動。これが18歳人口で

すが、全志願者数というのが、平成19年度になると67

万5，000人になる。それに対して入学者総定員という

のは糾万7，000人だけれども、実際の入学者数は67万

5，000人で大体均衡する。つまりトータルとしては志

願者と、それから入学者が均衡するということは、も

ちろんこれは入学者の間での競争がなくなるというこ

とでないんですが、要するに選ばなければどこか入学

できる時代が来るということです。これがおそらく高

等教育について一番大きな考えなければいけない問題

だと思います。これはすこし余分な資料ですが、日本

はいかに私立大の部分が大きいかが示されています。

高等教育を取り巻く環境ということで、ユニバーサ

ルアクセスの問題が非常に大きな問題なんですが、も

う一つは高等教育の国際化の進展です。そうした状況

で、ヨーロッパにしろ、アメリカにしろ、学位の国際

的通用性というのをもう一度見直すというような動き

があるわけです。つまり大学を卒業したという学位も

国際的な観点で質が保証されていなければいけない時

代になりつつあるということです。

それから、もう一つの環境としては、情報通倍技術

の発達で、空間的、あるいは時間的な制約を受けない

学習環境というものが整備されてきつつある。それに

対して、じゃあ個々の高等教育棟関はどういうふうに

対応するかという問題です。

そういう新時代において、国は何をやるべきかとい

うことが答申には書かれている。そこには5つのこと

が書かれていて、これは私にはわかりやすいような、

わかりにくいような気もするんですが、（D高等教育の

あるべき姿、方向性を提起し、（塾制度的枠組みの設定

や修正を行い、（丑質の保証システムを整備し、④高等

教育棟閑、社会に対していろんな情報を提供し、（封財

政支援しますということで、ある意味では非常に当た

り前なことが善かれているんですが、後々のことを読

むと、要するに外枠としての制度的枠組みと、それか

ら質の保証システムというものを国がやる。それで中

身というのは個々の高等教育棟関でやるんですよとい

うようなことを意味しているように見えます。それが

読み過ぎなのかどうかはよくわかりません。

そういう意味で、「新時代における高等教育の全体

像」としてどういうようなことを考えなきゃいけない

かというと、ユニバーサル段階での量的な面というの

はもういいんだと。それで、今後は質的な充実である

と。そうすると質的な充実の中では、各学校種ごとの

個性、特色を明確にする。つまり大学、短期大学、高

等専門学校、それから専門学校などの各学校種ごとに

それぞれの位置づけ、それから役割というものを明確

にして、それぞれが何をするかということをはっきり

させなきゃいけないということです。もう一つは、各

学校種の中において、つまり大学なら大学という学校

種の中で、それぞれの大学が個性、特色を明確化する。

つまりすべてのキーワードは個性、特色の明確化です

し、別の言い方をするとそれぞれの機関ごとの方針と

いうか、意思というものをはっきりきせる。横並びで

はだめですよという趣旨に見えます。

そこで重要になるのは、それぞれの教育棟関ごとに

実質的にいろんなことを考えてやっていくということ

になるわけですが、そのときに高等教育の質をどう

ゃって保証するかということ。それが一番重要なんだ

ということです。その場合の質というのは何かという

と、ここに書いてある単に研究の質とか、大学数貞の

質とか、学生の質とか、そういうことではなくて、

トータルな、つまり教育課程の内容、水準、学生の質、

教員の質、研究者の質、環境整備、それから管理運営、

そういうことすべての総体に対して、それを高等教育

の機関の質ととらえて、その給体について保証するよ

うな、そういうシステムをつくらなきヤいけないと

言っています。そこで、そのために何をすると言って

いるかというと、「事前と事後の評価の適切なバラン

スによる質の保証」、つまり、今までは設置認可のと

きの非常に厳しいのに対して事後評価というのはそれ

ほどでは無かったわけですが、数年前から、先生方も

よく御理解されているように、事後の評価、認証評価

であるとか、自己評価であるとか、第三者評価である

とか、いろVlろな事後評価というものに少しずつ比重

か移っている。つまり事前と事後の評価の適切なバラ

ンスによる質の保証をしなきゃいけない、ということ

です。そこで、具体的なことがその下に書いてありま

す。

ここは大学ですから、大学というのは何かというと、

大学はやっばり高等教育機関の中核だとされています。

高等教育の中核をなすべきもので、一学術の中心として

深く真理を追求する。専門の学芸を通じ研究する場所

であるということが、それはある意味では明快に述べ

られているということです。したがって、その意味で

大学数育は、技能や知識の修得のみを目的とするので

はなくて、人格的な発展の礎を築くためのものである

という基本的特性を明確にすることが重要である。こ

れは文字どおりまじめに考えると、大学人としては非

常に重い課題だということになりますけれども、全人

格的な発展の礎を築くということが大学に課せられた

高等教育の中核としての使命だということになります。
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さらに、社会貢献というのが第3の使命だというこ

とが強調されます。これはたしか中間報告の後加わっ

たものであるという気もするんですが、教育研究、国

際協力、公開講座、産学官連携の、その教育と、研究

とに加え、社会貢献、社会貢献は第3の使命で、それ

が高等教育の中核としての大学ということに関係があ

るということになります。

以上を踏まえ、大学の機能としてどうVlうことがあ

るのかということが、箇条書きで答申の中に書かれて

います。（丑世界的研究・教育拠点、②高度専門職英人

養成、（卦幅広い職業人養成、（勤総合的教養教育、（亘特

定の専門的分野の教育・研究、⑥地域の生涯学習機会

の拠点、それから（丑社会貢献機能という7つが書いて

あります。

この点、マスコミ等では大学の種別化をねらってと

いうような言い方になるわけですが、ここに書かれて

いることは、各大学は、種別化ではなく、保有する幾

つかの機能、つまりこの7つの機能のうち、それぞれ

の高等教育棟関、大学として、どの部分・を重くし、ど

の部分を軽くするかというのは、それぞれの個性特色

のあらわれということになるわけですが、それに基づ

いて機能別に分・化Lていくのが大学の機能ということ

になります。つまり大学の機能としては多種多様で、

個々の大学は、その中でそれぞれはどういう大学に

なっていくかということを、それぞれの高等教育棟関、

大学として決めてやっていかなければならないという

ようなことが書いてあります。

ここまではある意味で経論ですが、新時代における

高等教育機関の在り方、各高等教育棟関の質の向上に

ついての考え方という部分に移ります。それで、これ

はある意味で大学とは何かということになりますが、

大学に対して社会というのは大学の自主性を尊重しな

ければいけない、それが大学というものに対する本質

的な要請であるということが書かれている。ただし、

社会との関係としては、社会が大学の自主性というも

のを尊重するけれども、大学にはそれであるがゆえに

自律的に時代や社会の期待にこたえていく「知性」と

いうのが求められる。そういうことで社会と大学との

間でのある種、双方向の関係があるのだということで

す。また、高等教育の中核として大学があるというこ

との意味が、多少この辺にも善かれているわけですが、

高等専門学校や専門学校、それから企業内教育、その

他多様な機関による人材育成というのは、大学の役割

を土台としてこそ最も効果的におさまる、大学という

のは、そういう公共的使命というものを担っているこ

とが強調されています。そのために、大学というのは

きちんとした出口管理というものをしなきゃいけない

ということが善かれている。そこで、出口管理で一番

明らかなのが学位。それで、グローバル化ということ

を踏まえた上で言えば、学位というものには国際的通

用性というのが要求されますということになります。

その学位は、学士、修士、博士、いろんな学位がある

わけですが、そういう国際的通用性がある大学数育を

確立していかなくてはいけないということです。

そのためにどうするかですが、従来は大学というの

は学部、学科、研究科といった組織に着目した整備が

行われてきた。しかし、今後は学士、学位中心という

か、教育の中心の観点から、学士、修士、博士、専門

職学位といった学位を与える課程、プログラム中心の

考え方に大学の組織というものを再整備していく必要

があるということが言われる。このあたりは、これは

後の話になりますけれども、本学のいろいろな改革を

どういうふうに位置づけるかということに関わる考え

方だという気がします。

あともう一つ、教員組織に言及しています。この部

分・は、新聞などに取り上げられていましたけれども、

少なくとも答申で善かれていることでは、助手という

立場を教育研究を主たる職務とする助手というものと、

補助をする助手というものを二分するというような格

好にするという提案がなされているということです。

さらに、教育観織については、講座制であるとか、学

科目制であるとか、いろんな規定があるわけですが、

そういう規定を撤廃して、教育観織の編制というのは、

各大学で自由に設計できるようにする方がいいという

ことが述べられています。

以降、学士課程から順番にいろんなことが善かれて

いますので、さっと見ますけれども、学士課程の目的

は何かというと、的確な判断力を打ち出すことができ

る人材育成だというようなことが書かれていて、教養

教育、専門教育等のあり方を総合的に見直して再構築

しなきゃいけない。それから、先ほどの大学のどこに

重点を置いた教育をしていくかという大学のタイプ分

けからすれば、さまざまな個性、特色を持つ学士課程

教育というものに分化していくのだ。そして、それも

ーつの、かなり大ざっぱな分け方としては、総合的教

養教育型の学士課程と、専門教育完成型の学士課程が

あって、給合的教養教育型で言えば、21世紀型市民の

育成を目指して教養教育と専門基礎教育を中心として

主専攻・副専攻の組み合わせでやっていく。それで、

その場合、専門教育の完成という観点から言えば、修

士や博士課程もしくは専門職学位課程の段階で専門教

育は完成する。そういうことを明確にした給合的教養

教育型の学士課程というのが1つあり得るし、ある意

味でその対極としては専門教育完成型の学士課程、そ

れは学問分野の特性に応じてそういうものがあるだろ

うということですが、学士課程の段階で専門教育を完

成させるもの、そういう概念を分けて考える方がいい

のではないかというようなことが書いてあります。

ここで教養教育と専門教育という古くて新しい話が

書いてあるわけですが、教養教育について言われてい

ることは、共通の知的技法、それから人間のあり方へ
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の洞察、それから理解の滴養、そんなことが教養教育

の目的だというふうに書かれていますが、非常に目新

しいというわけではないかもしれません。それから、

専門教育については、これは先ほどの繰り返しですが、

学士課程段階中JLりこ完成させる内容と、修士専門職学

位段階を中心に完成させる内容の具体的な仕分けが必

要だ。つまり従来、大学が専門教育で成り立っている

とVlう漠然としたイメージがあるわけですが、専門教

育の何をどこまでやるかということについて明確な意

図を持ってプログラム編成をすることが必要だという

ことが善かれているというふうに理解できます。

その上で、内容に関して言えば、教養教育と専門教

育は不可欠だという従来のことが善かれていて、学問

分野別にコアカリキュラム、そういうものを通じて学

士課程教育を確立する。それから、常に最近は特に強

調されますが、単位制度の実質化、つまり十分な学習

量の確保の問題です。これは十分な授業時間という意

味ではなくて、学習者、つまり学生のラーニングの時

間というものを十分確保した単位制度の実質化という

ものをやる。そういう制度が必要であることが述べら

れています。

それで修業年限の問題等について改めて整理した上

で、課程中心の設計が必要であることが、これはずっ

と繰り返し述べられているだろうと思います。それで、

そういう意味で言えば、学士課程教育の修業年限とい

うのは、いろいろ考えようがあるだろう。つまり学位

の国際通用性を確保するということと、単位制度の実

質化、つまり単位がちゃんとしたものであるというこ

とを十分留意した上でということの前提がありますけ

れども、4年での卒業というのに加えて修士、博士、

専門職学位と接続した多様な学習経路というものを検

討する可能性がある。例えば給合教養教育学科の学士

課程教育の場合だとすれば、学士課程3年修了で大学

院進学というようなことを積極的に活用した経路とい

うものを考える必要がある。それから、専門職、専門

教育完成型であるとすれば、4年から6年の間で分野

の特性に応じた修業年限というものをきちんと定めて、

目標というものに対してどうするかということが明確

な学士課程をつくるということが書いてあります。

それで、大学院教育についても、深い知的学識を滴

毒する教育を行う。そこで、それぞれの学士課程と大

学院課程での接続のことを踏まえれば、大学院課程の

それぞれの課程、大学院によっていろいろ役割、目的

が違うわけで、それをあくまで自己整理して、つまり

目的、役割を明確にして、そして教育課程の組織的展

開を図る、つまりきちんとしたカリキュラムのもとで

大学院を行うとVlうのが大事だとし1うことです。それ

で、そのためには学士課程教育との役割分・担というよ

うなことを明確にして、学生、教員の流動性云々とい

うようなことが善かれています。つまり、大学院教育

の基本的な課題としては、各大学院の機能の明確化と、

それから学士課程との接続の問題、それから大学院教

育の実質化、つまりカリキュラムとしての大学院教育

の実質化のために大学院教育のあり方をいろいろ検討

する必要があることが述べられています。

修士課程には3つの目的がある、研究者養成と高度

専門職業人養成と「21世紀型市民」の高度な学習需要

への対応というようなことが書かれていて、ここで言

われていることも体系的に実施コースワークを重視し

た大学院になっていかなければだめですよということ

です。体系的な教育課程を編成、明確な役割と目的の

もとに体系的な教育課程を編成することが大事だとい

うことが繰り返し述べられています。

博士課程についても、体系的な教育課程ということ

が強調されているんですが、それと同時に博士号取得

者のキャリアパスというものにこたえる工夫というも

のが各大学は必要だ。一律の研究者養成という博士課

程だけではなくて、いろんな意味でのキャリアパスを

考えた体系的な博士課程、教育課程というものが必要

ですというようなことが書かれています。専門職学位

については、ロースクールができているわけですが、

MBAとか、MOTとか、公共政策、教員養成での創駄諒

拡充が必要だということが述べられているということ

です。

最後に、高等教育の将来像に向けて取り組むべき施

策というのが、早急に取り組むべき12の提言というの

が善かれていますが、これはたしか資料の7ページに

もありますので、大体今のお話をまとめたような格好

になっているんだろうと思いますけれども、そんなよ

うなことが善かれているということです。

それで、いずれにしろ「我が国の高等教育の将来

像」ということで、比較的当然と言えば当然なことが

たくさん書かれているわけですが、ただ、幾つかの点

では非常に重要なことが書かれていた。つまり教育課

程の明確化と、それをシステムとしてどう保証して

やっていくかというようなことが今後問われているこ

とが善かれているわけで、恐らく本学を含めた高等教

育機関の、この部分、この答申を考えずに今後いろん

なことをやるというのは多分不可能なんだろうという

ふうな感じがいたします。私は、読む立場で、つくっ

た人でありませんので、こういう読み方でいいのかど

うかわかりませんが、これでご紹介の茸を果たしたと

いうことにしたいと思います。

もし、ここでご質問を受けても、多分・私は答えよう

がないんですが、もし何かご発言ありましたら受けた

いと思います。

■質問

言葉の問題．だと思われるけど、大学の博士課程のと

ころで、キャリアパスの何とかとか、要するに具体的

にどういうことを大学に説明しているのかわからない。
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■答え

従来の大学院の博士課程を出た者が行くところは、

いわゆる我々の大学数貞養成もしくは研究者養成でし

た。ただ現実には博士課程持った学生が社会に受け入

れられていく道というのはもっとなければいけないし、

あるはずなので、それに対応した、ある種、意図を

持って博士課程というものの内容の多様性もふやす工

夫が必要だというような趣旨だと私は理解します。

■質問

1つ敢えていただきたいんですけれども、スライド

出ていますので、これで話をしますと、創造性豊かな

優れた研究云々と書いてあって、そういう研究者をつ

くるんだということがもし目的だとすれば、多様性を

各大学が持ってやりなさいと言っているんですが、そ

んなに多様性というのは出てくるんでしょうか。これ

がよくわからない。結局行き着くところは、これを目

標としているのであれば、そんなに大きく変わらない

んじゃないですかという気がするんですけど、どうで

しょう。

■答え

的確に答えられるべき立場では多分ないんだろうと

思うんですが、多分基本的には創造性豊かな研究開発

能力を持った人を研究者と定義すれば、そのとおりだ

と思いますけれども、その研究者としてのトレーニン

グを受けた人が、現実の社会の中で生きていく道とい

うのはいろいろある。だからそれをある程度意識した

キャリアパスの多様化にこたえる工夫が必要だ。だか

ら本質は多分変わらないと思うんです。ただ、私の理

解、これはかなり現実としては困難だと思うんですが、

例えば博士課程においても体系的な教育課程を編成す

るということをもう少し我々としては明確にする必要

があるのかなということだと思うんです。

■質問

おっしゃることはよくわかるんですけれども、要す

るに多様化した特色のあるという話がよく言われます

ので、そうすると、99、100ある大学は、全部特色の

ある大学になるということになると、それはもうみん

なべクトルがあっち見たりこっち見たりして収赦しき

れなくなるような状況になるのかわからないという気

がするんですね。それよりも、こういう目標をやるん

であったら、この目標をもって、それぞれのところで

考えましょうと。何か特色を出せ出せと言うのじゃな

くて、それがみんなが同じようなことでもいいような

気もするんですね。実績が上がればそれでいいような

気がするんですが、余りにも特色特色ばかり言って、

何かちょっと実がないのかなという気が私は最近して

仕方がないんです。その辺のところをちょっとお聞き

したんです。

1答え（補足）

研究面でもすぐれた研究を大学として育てたい。と

にかく卓越した研究拠点というのは新潟大学、脳研究

所1つなものですから、そういったすぐれた具体的な

拠点をもっとつくった方がいいのではないか。もっと

必要なのではないか。そういう基本的な考えで特色を

作ることのできるのではと思います。しかも新しい研

究分野には二通りあるわけですね。伝統的な研究分野、

それは本当に追及していく。それからまた新しい分野

を、全く従来の分野にこだわらない、それを放っとい

て別な分野に取り込んでいって、それで新しい分野を

見極めるといったような積極的な姿勢も必要だろう。

しかもそれを大学として支援していったらどうか。そ

ういう意向です。

それで、起域研究機構と言うことに本が気宇は取り

組んでいる訳で、新しい分・野の対策の部門を創生科学

研究分野、それから社会的ニーズにこたえるような新

しい分野の開発を社会貢献研究分・野ということで、平

成15年度でございますけれども、15ほど一応選定をい

たしました。それで、中期目標の期間中に30人の教貞

定眉を配置しようではないか。それはもちろんそのプ

ロジェクトの発展のぐあいに合わせてです。

15のプロジェクトは、文系から理系、医系、菌糸、

全体的にわたっておりますけれども、中間的な報告が

まだいただいておりませんが、研究機構に所属してプ

ロジュクトを組んでいらっしゃる研究者の方々、教員

の方々の業績が時々新聞なんかに出て、大変心強く

思っておるところでございます。

■質問

大学の数を大幅に減らす、00ぐらいに減らすとか、

そういうような思い切った答申というのも必要じゃな

いかと。

t答え

それは本来ここにいるべき文科省の課長さんが答え

るべきことなんだろうと思いますが、ただ、私として

思うのは、専門学校を含めれば7割5分から8割の同

時代世代の人間が一応高等教育を受けているという世

の中というのは一応評価するんだろうと思います。そ

れで、それを評価した上で、それぞれのセクターで何

をしていくかとVlうことを考えなさいというのが多分

ここでの言われていることで、従来型の大学生という

イメージで、日々授業をし、試験をしていく立場とし

ては、確かに私個人も一体大学生として適性のある人

がどれぐらいの数、来ているのかなと思わないことも

ないんですが、ただ、新潟大学としては、全体7割か

ら8割の学生が何らかの高等教育を受けるという世の

中の中で、それに対してどういうふうに寄与していく

のか。高等教育棟開である大学としてどういうふうな

寄与の仕方をするかということを模索することが重要

なのかなというふうに思います。
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■質問

教育人間科学部の教貞です。

この答申の読み方にかかわって、修士課程とか、博

士課程とか、学士課程のあり方について、答申のこと

は、よくわかったんですけども、先ほど来の質問で、

大学の淘汰職烈化と言われて、あるいはこの答申の中

では国立、私立の対等化ということも言われていまし

て、多分、スライドで7つ機能につVlてのところが

あったと思うんですが、それを見ていただくと、それ

は全体としてこういう機能があるんだけど、今後はそ

れぞれの大学の判断でどこに重点を置くかを決めると

いうことになっていて、きょうのスライドになかった

んですけども、国立大学と私立大学の役割分・担を書い

てあって、ある程度マトリックスが、この答申から読

み取れると思っていまして、だとすると新潟大学は、

そのマトリックスのどこに存在していて、これからど

こに向かおうとしているのかということが課題になっ

ているというふうには思うんですけれども、それは彼

の学長のところで議論の機会があるんでしょうが、潰

口先生としては、マトリックスをどう読んで新潟大学

をどう評価されているのかお聞きしたいんですが。

■答え

おそらく後で学長がお話しになることと私の個人的

な感想が違うとまずいので言わないというのが・…‥

■長者川

どうぞ言ってください。（笑い）

■答え

多分固いことを言えば、新潟大学というのは、かな

りいろんなことをやらざるを得ない大学なんだろうな

というイメージがあって、つまり世界的研究拠点でな

い学校、それを目指さないのかというと、目指さな

きゃVlけない。それから、高度専門職業入善成だって

やらなきゃいけないし、いろんなこと全部やらなきゃ

いけない大学という特色を待った大学なのかなと。そ

れで、それは地域拠点という観点でいえば、新潟地域

とLての高等教育の拠点、どこかに大学というのは地

域のそうVlう知的ストックを集積する場所だというよ

うなことを書いてあるわけで、そういうことから考え

ると、新潟大学の置かれている地理的条件みたいなこ

とも踏まえれば、ある意味でもちろん重点の置き方と

いうのはある程度あるんだろうと思うんですが、ある

程度は遍くやることを一つの特徴とする大学にならざ

るを得ないというような気もしております。非常に曖

昧なお答えで申し訳ありません。

■質問

大学では答えにくい質問だということはわかってい

て、ご質問、もう一つ二つしたいんですけれども、高

等教育をめぐっては、文科省系列のこういう政策と、

あと内閣府の科学技術振興会議があって、後者の系列

の方は、この答申でははっきり出ていないんですが、

国際的競争力に資すための新しい知識の創造のために

大学は積極的に貢献せよという方向での政府の政策と

いうのはあるんですけれども、それに対してはどう考

えているのか。特にそうなるとカレッジマネージメン

トとか、大学というもの、それは相当深刻な問題に

なって、どの基礎研究とか、どの応用研究にどのぐら

いの金を配分・して、いつごろ成果出して、それで貢献

するのかという、相当潜在的な力というのは必要だと

思うんですね。その点については、知らないという立

場でしょうか。それも含めて学長に聞きたいなという

気もあるんですが、あるいはさらに溝口先生にもお聞

きしたいんですけども。

■答え

学長がきょう何をお話しになるか、私まだ知りませ

んので、学長の方からお答えがあるというのは、私が

ここで言うのは言えないと思います。ただ、私個人で

感じてVlるところでは、やはり新潟大学は新潟大学と

してある程度の戦略性というのは必要であると考えま

す。それ以上のことは私は余り考えていませんし、学

務担当という私の立場としては当面考えなくていいの

かなと思っていて、今はその程度でお許しください。

それではここでいい折ですので、学長のお話に移ら

せていただきたいと思います。

ー61－


